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おもな内容
一般質問…………………… 2、3面

議案等の概要と審議結果……… 4面

委員会活動……………………… 5面

区議会からのお知らせ………… 6面

『一般会計補正予算（第１回）』、 
『東京電力株式会社の電気料金値上げ等に関する意見書』などの議案を可決
台東区議会は、平成24年第１回臨時会を４月25日に、また、平成24年第２回定例会を、６月４日から６月26日まで23日間
にわたって開催しました。
第１回臨時会では、元台東区長・台東区名誉区民内山榮一氏の逝去に伴い、同氏の功績をたたえ、弔詞を議決しました。
第２回定例会では、観光や子育て施策などについての区長所信表明や、これに対する各会派の一般質問が行われました。
また、区議会議員の定額5,000円の費用弁償を廃止したことに伴う経費の減額補正分などを計上した『平成24年度一般会計
補正予算（第１回）』、『東京電力株式会社の電気料金値上げ等に関する意見書』など議案17件を可決したほか、皆さんから提
出された陳情８件を審議しました。

第２回定例会で決定した意見書（要旨）
『予防接種制度に係る費用負担の見直しを求める意見書』
　国に対し、予防接種制度に係る費用負担の見直しを求める。
『東京電力株式会社の電気料金値上げ等に関する意見書』
　国に対し、東京電力株式会社の一層の経営努力と抜本的な改革、今回
の電気料金値上げの見直しなどについての早急な対応を求める。

◎台東区議会では、５月１日から10月31日までクールビズを実施しています。

● 区政調査研究費の公表 ●
台東区議会では、議会改革の取組みの一つとして、区政調査研究費の会派別の収支状況を公表いたします

 平成23年度の会派別状況
　平成23年度の区政調査研究費の各会派別の状況は次のとおりです。
� （単位：円）

平成23年４月分 平成23年５月～平成24年３月分
会派名

 経費項目　　説明（主な使途基準）

自由
民主党
（10名）

区民
クラブ
（９名）

公明党
（５名）

日本
共産党
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いぶき
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（３名）

自由民主党・
無所属の会
（９名）

区民
クラブ
（８名）

公明党
（５名）

日本
共産党
（４名）

みんなの党・
無所属クラブ
（２名・１月まで）
（５名・２月以降）

無所属
クラブ
（３名）
（１月まで）

無所属
の会・
台東

（１名）

研究研修費 研究会や研修会を開催、又は参加に要する経費 7,000 47,021 0 0 0 548,990 114,392 10,380 317,330 69,350 0 0

調査旅費 先進地調査又は現地調査に要する
経費 424,030 0 0 0 0 5,296,550 3,933,680 1,367,845 0 0 0 33,300

資料作成費 資料の作成に要する経費 0 0 0 0 0 84,000 0 0 0 0 0 0
資料購入費 図書、資料等の購入に要する経費 87,744 35,704 76,900 33,130 3,000 540,165 393,800 316,915 553,663 153,703 39,375 26,800

広報費
調査研究活動、議会活動及び区の
政策について区民に報告し、PR
するために要する経費

33,600 42,000 0 256,300 69,000 34,400 1,769,657 518,133 1,932,100 381,265 1,711,500 806,545

広聴費
区民等から区政及び会派の政策等
についての要望、意見を収集する
ために要する経費

75,000 14,000 20,500 0 0 3,174,600 833,000 1,009,500 46,590 469,000 7,500 42,680

交通通信費 日常的な調査研究活動に係る交通、通信に要する経費 283,101 257,556 127,935 49,415 94,457 3,166,530 1,985,438 1,388,170 716,325 344,943 121,235 270,277

人件費 補助職員を雇用する経費 0 0 0 0 210,000 612,000 0 0 0 144,000 1,144,000 0
事務費 会派の事務運営に要する経費 481,459 738,895 40,635 225,416 10,000 1,272,599 2,784,255 2,252,844 2,394,093 2,183,015 379,262 204,584

支出額（A） 1,391,934 1,135,176 265,970 564,261 386,457 14,729,834 11,814,222 6,863,787 5,960,101 3,745,276 3,402,872 1,384,186
交付額（B） 1,250,000 1,125,000 625,000 500,000 375,000 12,375,000 11,000,000 6,875,000 5,500,000 3,500,000 3,375,000 1,375,000

差引額（B）−（A） △141,934 △10,176 359,030 △64,261 △11,457 △2,354,834 △814,222 11,213 △460,101 △245,276 △27,872 △9,186

＊�平成23年４月に区議会議員選挙が実施され、５月から新たな任期になりました。そのため、区政調査研究費は前任期（23年４月分）と新任期（23年５月分以降）に
分けて交付しております。
＊�各会派への交付額は、１人あたり月額125,000円に会派人数を乗じた月数分で算出されます。
＊各会派の支出額が、交付額を下回った場合は、区に返還されます。

 領収書等関係書類の閲覧
　各会派が支出した区政調査研究費の領収書、報告書等の関係書類については、情報公開請求の手続きにより、閲覧をすることができます。

 区政調査研究費とは 
　地方自治法や「東京都台東区議会区政調査研究費の交付に関する条例」に基づ
き、区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として、議会の会派に
対し交付するものです。

 区政調査研究費の使途
　交付された区政調査研究費は、使途基準に従い必要な経費に限定して支出すること
ができます。
　次のような経費に支出することは認められません。
・選挙活動、政党活動、私的な活動に属する経費
・慶弔、見舞い、餞別等の交際的経費
・�議員だけが出席する会議に要する経費や専ら飲食のみに要する経費


